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経緯

 我が国の産業保安においては、近年、革新的なテクノロジーの進展、保安人材の不足・

高齢化、電力・ガス供給構造の変化、災害の激甚化・頻発化、気候変動問題への対

応の要請など、内外の環境が大きく変化しており、こうした環境変化は、今後更に加速し

ていくと考えられる。

 当省では、現在、将来の産業保安のあり方を考える上で大きな岐路に立っているとの認

識のもと、本年2月、産業保安に係る規制体系のあり方を横断的に検討するため、産

業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会の下に、新たに産業保安基本制度

小委員会を設置して議論を行い、本年6月8日中間とりまとめを行った。

 産業保安基本制度小委員会での議論の過程で、事業者から都市ガス保安の現状と

課題について意見を聴取したところ、その中で、法制度も含めた規制体系の見直しにつ

いて、複数の問題提起がなされた。

 これを受け、これまでの産業保安規制体系をより未来に合致したものへと転換し、更なる

保安レベルの向上を達成する観点から、各要望について、喫緊性等を考慮の上、順次、

制度見直しの是非や具体的な見直し方法等について検討を行うこととした。
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【参考】第1回産業保安基本制度小委員会
資料2-2｢都市ガス保安の現状と今後の課題（一般社団法人日本ガス協会）抜粋｣
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【今回の検討事案】

２－１ガス関係報告規則に基づく事故報告要件の見直し

（審議）
２－２圧力測定の見直し（審議）

２－３技術基準不適合時の需要家への再調査開始時期
の見直し（報告）
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【資料２‐１】ガス関係報告規則に基づく事故報告要件の見直し



現状 関係法令

ガス事業法に基づく事故
報告は、年間数百件に上
る。
重大事故は確実に減少し
ている一方、大半を占める
のは、軽微な被害、社会
的影響の小さい事故。これ
らの多くは、発生原因や再
発防止策が既に定型化さ
れているのが現状。

○ガス関係報告規則第4条
ガス小売事業者（一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業

者）は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる

事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十五号ま

での事故の欄に掲げる事故が発生したとき（事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るもの

であるかを特定できない場合を含む。）、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一

号から第十五号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき（事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者

のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。）、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物につ

いて同表第一号から第十三号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工

作物について同表第一号から第十三号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの（令第五条第

三項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。）が発生したとき、それぞれ同表の報告の

方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。

背景

■ガス事故の報告書

①速報：24時間以内可能な限り速やかに
②詳報：30日以内

比較的被害が
軽微な事案

同規則上の規定

交通困難

ガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又はガス工作物を操作するこ
とにより、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難※等を招
来した事故（第十三号）
※ガスによる災害の発生を防止するため道路等の通行規制が実施された結果、

交通渋滞、公共交通機関の運行支障又は付近住民の往来困難等を招来
したものをいう。（20170329商局第1号 ガス事故報告の運用について）

供給支障 供給支障戸数が30戸以上500戸未満のもの（第七号）

製造所における
主要なガス工作
物の損壊事故

最高使用圧力が高圧又は中圧の主要なガス工作物の損壊事故
（第九号）

軽微な交通困難例
（生活道路の車両通行止）

■軽微な被害、社会的影響の小さい事故を含む要件
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現行のガス事故報告の実態（全体傾向）
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 ガス事業法に基づく事故報告は、国及び事業者一
体となって、事故原因を究明し、効果的に事故の再
発防止を図ることを目的としたもの。ガス安全高度
化計画で掲げる死亡事故ゼロの目標の向けた施策、
対応においても事故動向、要因の分析、対策の検
討等に活用され、重大事故は確実に減少。

 一方、全体の事故報告件数は、増加、高止まりで
推移。これはガスの販売量、需要家数の増加に応じ
て、リスクの低い軽微な事故の件数が増加・高止ま
り傾向にあるためと考えられる。

＜内訳詳細＞

重要 軽微

‘00年 ‘10年 ‘20年 ‘00年 ‘10年 ‘20年

生ガス中毒・酸欠 15 11 0 ― ― ―

漏えい着火・爆発 2 12 24 ― ― ―

避難 2 25 39 ― ― ―

交通困難 2 6 7 15 57 106

供給支障 15 19 8 26 28 28

計 36 73 78 41 85 134

【2000年、2010年、2020年の供給段階事故をピックアップ】

※
※

※

＜2020年3月11日ガス安全小委員会「ガス安全行動化計画のフォローアップ状況について」＞より抜粋・整理



今回の検討内容
 ガス事業者の保安体制の成熟化や将来の保安人材の減少を考慮し、死亡事故ゼロに向けた従前か

らの｢安全高度化指標｣の達成に向けた取組を継続することを前提としたうえで、法定報告における軽
微な被害や社会的影響の小さい事故の取扱いについて見直しを検討する。

 軽微な被害や社会的影響の小さい事故であっても、事故原因究明において有意であるケースも考えら
れることから、被害の規模や内容で一律に見直すのではなく、発生原因や再発防止策が定型化されて
いる事例を個別に評価し、見直し対象を検討する。

 なお、消費者関連の事故情報については、消費者庁や、当省製品安全課を通じて（独）製品評価
技術基盤機構に共有、活用されているため、今回の見直しの対象外とする。

【主な事故形態と事故事例】
■定義見直しのイメージ

区
分

事故形態
2020年
件数(件)

主な事故事例

製
造

負傷 １ バルブの誤操作による凍傷

製造支障 ０ 津波による製造設備の停止

損壊 ０ ガス発生設備の経年劣化による故障

供
給

生ガス中毒・酸欠 ０ 掘削孔内で漏出したガスによる酸欠

漏えい着火・爆発 24 自社工事・他工事による折損事故

避難 39 比較的漏えい量の多い折損事故

交通困難 113 他工事折損による生活道路の車両通行止

供給支障 36 他工事折損による住戸への一時供給停止

消
費

CO中毒 3 業務用厨房でのCO中毒

着火負傷 4 ガス栓誤開放・接続具の不適切使用

着火物損 100 火災の伴わない給湯器のケーシング変形 8

見直し検討の対象



事故報告の合理化対象の検討
検討項目 検討結果 見直案

１
交通困難の
見直し

• 幅員の狭い道路を保安区域設定に伴い短時間通行止めするようなケースは、実質的に交通
支障が生じておらず社会的に影響のないもの、公共の安全に影響のないものと考えられる。

• 主な発生原因は他工事とガス工作物不備であり、これらの対策は既に定型化されていると考
えられる。

• 他法令においても、交通困難招来の条件のみでの報告義務は無い。
＜参考＞他法令での整理

報告対象を、「ガスによる災害の発生
を防止するための交通規制により、高
速道路・国道・都道府県道において、
片側若しくは両側通行規制を来した
場合又は電車・バス等公共交通機
関について、運行停止若しくは大幅な
遅延を来した場合」に変更する。

【見直しによる報告件数変化】
(2020年報告実績ベース)
実績：113件 → 見直し後：7件

電気事故 社会的に影響を及ぼした事故

液化石油ガス 交通困難の報告規制無し

水道 道路陥没による通行止め等の社会的な影響が大きい事故

自動車事故 ３時間以上の通行規制（高速自動車国道と自動車専用道路）

２
供給支障の
見直し

• 現在の閾値（30戸）は1970年、当時の環境下を踏まえ、事故による影響範囲を考慮し設
定。制定当時の需要家密度を現在の環境にあてはめると当時の30戸は現在では２倍以上
の住戸数に相当し、実質的に、制定時よりも厳しい規制となっていると考えられる。

• 人身被害を伴わない事故であれば、社会的影響の程度を考慮し閾値を見直したとしてもリス
ク評価上支障ないと考えられる。

• 他法令では100戸以上としている。
＜参考＞他法令での整理

報告対象の閾値を「供給支障戸数
が百以上五百未満のもの」に変更す
る。

【見直しによる報告件数変化】
（2020年報告実績ベース）
実績：36件 → 見直し後：８件

電力
電力７千kW以上で１時間以上・電力７万kW以上で10分以上
（戸建て数千戸相当）

熱供給事業 100戸以上（もしくは需要家数の1/10以上）

水道 断減水等の影響世帯数が100戸を超えるもの

３

製造所にお
ける主要な
ガス工作物
の損壊事故

• 製造支障、爆発・火災や人身被害を伴わない損壊事故であっても再発防止等の事故分析
の観点から報告は必要であり、完全に報告対象外とすることは困難。

• 他方で、製造所では、その多くが、予備機、予備系列があること、離隔距離等適正なレイアウ
トに設備を配置していること、防災設備を保有していること等から、速報（事故発発生から24
時間以内に提出）まで求める必要性は低いと考えられる。

速報の対象から除外する。
（詳報は継続）
【見直しによる報告件数変化】
（2020年報告実績ベース）
実績：0件
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法令報告要件の定義見直しによる影響分析
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 今回検討した定義見直しにより、事故報告件数は６割減少し(2020年実績ベース)合理化効果大
 定義見直し後も、発生原因、発生場所、また交通困難を伴う人身事故等、複合的な事故現象を伴

う事案の発生傾向※などについて変化は無く、傾向分析における連続性に影響なし。
※国道・都道府県道以外での交通困難であっても、人身事故、着火・爆発を伴う場合は引き続き報告対象とする。

（敷地内他工事事故・工事種別）
見直し前
（n=413）

見直し後
（n=138）

■定義見直し前後の傾向比較（供給段階事故・現象別） ■定義見直し前後の傾向比較（供給段階事故・原因別）

212

78

260

209212213

91847679

1,106

408

＊事故原因・工事種別での傾向に大きな変化なし



見直しの方向性（案）

 ガス事業法に基づく事故報告は、事故動向、要因の分析、再発防止策の検討等に活用され、重大
事故の確実な減少に貢献してきたと評価。他方で、全事故報告件数は、ガスの販売量、需要家数の
増加に応じ、軽微な事故の件数が増加しており、高止まり傾向にある。

 軽微な事故については、他工事事故やガス工作物の不備が要因の大宗を占めることから、官民一体と
なって、他省庁と連携した他工事事故業者への普及啓発や、経年管対策等の削減対策を実施して
おり、引き続き更なる取組を進めていく。

 他方、これら軽微な事故も、現状、ガス事業法に基づく事故報告対象となっているが、事故例を個別
に評価した結果、中には既に再発防止策が定型化されているものや、社会環境の変化によって合理
性が損なわれている規定が存在することが明らかとなった。

 こうした事例について、ガス事業法に基づく事故報告に係る、定義の見直しを検討した結果、規制水
準を維持しつつ、合理化を図ることが可能であることが確認できた。

 ついては、現行のガス事業法に基づく事故報告について、以下のとおり見直してはどうか。

※上記の事故事象であっても、他工事事故等については、事故発生動向の継続的な把握の観点から、引き続きその件数・内容の把握、分析に関して、ガス業
界の自主的な取組により、当面の間、把握、分析を継続する方向で検討するものとする。

事故分類 見直し内容

交通困難事故 報告対象を「ガスによる災害の発生を防止するための交通規制により、高速道路・国道・都道
府県道において、片側若しくは両側通行規制を来した場合又は電車・バス等公共交通機関に
ついて、運行停止若しくは大幅な遅延を来した場合」に変更する。

供給支障事故 監督部への報告対象の閾値を「供給支障戸数が百以上五百未満のもの」に変更する。

製造所における主要なガ
ス工作物の損壊事故

速報の対象から除外する。（詳報は継続）
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段階 項目 具体的な取組

供給段階

他工事

• 他省庁（国土交通省、厚生労働省、警察庁）と連携し、法令に基づく届け出窓口等を通
じて他工事企業者への周知・啓発活動を実施。

• 建設関連団体（建設業労働災害防止協会、全国建設業協会、等）を通じて全国各支部
の他工事企業者への周知・啓発活動を実施。

• ガス管損傷事故防止PRツール（動画、チラシ）を活用した周知・啓発活動を実施。
• ガス管調査窓口検索サイトのPRによる事前照会の促進。

ガス工作物
不備

• 経年管対策として、民間施設は2030年度までの改善完了に努め、そのうち、公的施設に準
ずる建物は2030年までの改善完了を目指す。また、公的施設は2020年度で概ね対策完
了しており、残存する施設は引き続きフォローを行い、対策を促す。

• 『本支管維持管理対策ガイドライン』、『供内管腐食対策ガイドライン』の活用による対策の推
進。

• 各種業務機会をとらえた周知等による対策の推進。（改善おすすめチラシ等の活用）

参考：ガス安全高度化計画における軽微な被害や社会的影響の小さい
事故の削減に向けた取組
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【資料２‐２】圧力測定の見直し



現状 関係法令

現行法令では、特定点（ガスホルダー出口、整圧器
出口、及び経済産業大臣が指定する場所）において、
圧力値を自動的に記録する圧力計を用いて測定し、結
果を記録して保存しておくこととなっている。
事業者は、アナログ式やデジタル式の自記圧力計により

指定点での常時記録を行っている。
他方で、これとは別に、導管網が広域に展開されている

一部の事業者では、合理的な導管網形成のために開発
した導管網の圧力解析シュミレーション技術（以下、導
管網解析技術という）等を活用した面的な圧力監視・
警報発報システムを運用。

○ガス事業法施行規則第17条第1項第二号＜ガス小
売事業者＞
圧力にあっては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出
口、調整装置の出口及び経済産業大臣が指定する場所
において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して
測定すること。

○同第78条第1項第二号＜一般ガス導管事業者＞
圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出
口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を
自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。

背景

整圧器出口における圧力遠隔監視

2次側圧力を
遠隔で監視

圧力異常時に
警報発報

整圧器中圧
G 大臣指

定点

需要家

【施行規則対応】大臣指定点・整圧器での圧力測定

自記圧力計を設置。
定期的に記録紙や電子媒体を
交換。
これらの交換作業が不要となる通
信機能の採用例もあり。

導管網解析による圧力算出

ネットワークの圧力状態を解析。
導管網解析の精度確保のため
に定期的な圧力測定を実施。

ガスメーターによる圧力測定

ガスメーターの圧力
計測機能を活用し
遠隔計測。
圧力異常時に警報
発報
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【事業者が実施している圧力測定・管理の現状】

低圧導管網

自記圧力計を設置し、定期的にチャート交換を実施

 特徴

センターシステム 遠隔で検針値取得や遠隔開栓・遮断命令を実現するシステム

通信ネットワーク
①センターシステムと無線機付高機能マイコンメーター間を繋ぐ無線網
②多段中継無線によりメーター間を繋ぐ無線網

無線機付マイコンメーター
高機能マイコンメーター（自動復帰機能、液晶表示、通信機能等を搭載）に通信端末を付
けており、センターシステムと接続すれば遠隔での検針・開閉栓が可能となるガスメーター

・ センターシステム、通信ネットワーク、無線機付マイコンメーターを組み合わせ、遠隔検針や遠隔開閉栓等を実現するシステム
・ システムの導入により、業務効率化によるコストダウンと保安・レジリエンス強化を実現

 システム構成

・ 高機能マイコンメーターと通信端末は、搭載した電池のみで10年間の長期駆動を実現

通信端末

ガス会社
（センターシステム）

無線網

開栓・遮断命令

検針値・アラーム情報

高機能マイコンメーター

通信基地局

自記圧力計を設置し、定期的にチャート交換を実施

 特徴

センターシステム 遠隔で検針値取得や遠隔開栓・遮断命令を実現するシステム

通信ネットワーク
①センターシステムと無線機付高機能マイコンメーター間を繋ぐ無線網
②多段中継無線によりメーター間を繋ぐ無線網

無線機付マイコンメーター
高機能マイコンメーター（自動復帰機能、液晶表示、通信機能等を搭載）に通信端末を付
けており、センターシステムと接続すれば遠隔での検針・開閉栓が可能となるガスメーター

・ センターシステム、通信ネットワーク、無線機付マイコンメーターを組み合わせ、遠隔検針や遠隔開閉栓等を実現するシステム
・ システムの導入により、業務効率化によるコストダウンと保安・レジリエンス強化を実現

 システム構成

・ 高機能マイコンメーターと通信端末は、搭載した電池のみで10年間の長期駆動を実現

通信端末

ガス会社
（センターシステム）

無線網

開栓・遮断命令

検針値・アラーム情報

高機能マイコンメーター

通信基地局

（監視センター）

マイコンメーター

電話回線



今回の検討内容

 一部の一般ガス導管事業者では、ガスの供給圧力に端的な異常が起きた場合の緊急
時対応として、事業者では、圧力の高側については、整圧器の安全弁による圧力操作、
低側については、マイコンメーターのガス圧力低下遮断、各消費機器の立ち消え安全装
置により担保。こうした設備的な対応に加え、導管網中の任意の場所で圧力検知等に
より常時監視し、異常時に警報発報を行うシステムを運用。

 法令で定める圧力測定は、緊急時対応というよりも、供給エリア全体の需給バランスの
変化や、事故の後検証のためのデータ保存といった目的から、圧力変動を中長期的な
視点で監視する保安上の観点と、託送供給約款に従って需要家に供給されるガス圧が
維持されていることを確認する供給安定上の観点で、必要性があると考えられる。

 事業者の一部において、法令上の圧力測定とは別に実施している、合理的な導管網
形成のための圧力値の面的な把握を目的とした導管網解析技術等を活用した日常的
な圧力監視システムを活用することで、現行法令による圧力測定について、保安上、よ
り合理的なものに見直すことができないか検討を行う。

 具体的には、以下の点を検討する
 導管網解析技術の解析精度
 合理的な圧力測定値記録のあり方
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導管網解析技術の精度についての検討
（１）導管網解析技術のモデル化手法

【資料作成：一般社団法人日本ガス協会】 16

注意ポイント 対応例

解析に用いる図面
導管網設置状況を反映して
いる

解析に影響を与える工事の際には、工事時に作成する出来
型を、導管網図・解析に用いる図面に速やかに反映

需要量
需要量の変化を反映してい
る

新規需要発生などの変化の都度、ピーク需要を考慮し反映

測定値との比較
解析結果が実圧力と乖離し
ていない

最大需要期などの一定頻度・期間で、圧力計測した結果と
圧力計測時の導管網・需要量に基づいた圧力解析結果を
比較し確認

解析モデルの概要（新規需要の供給検討例）

導管網解析技術を活用時の注意ポイントと対応例

既設管 ：
新設管 ：
新規需要先：
圧力算出点：

新規
需要先

モデル化 2次元

解析手法 需要ピーク時を算出するための定常解析

解析結果の
分解能

・0.01kPa単位まで算出可
・導管の分岐や末端毎に算出可

活用方法 導管設備形成時の予測、事故後の確認に
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自記圧力計による圧力測定結果2.1
～2.2kPaに対し、導管網解析による
圧力値は2.10kPaであり、精度良く圧
力値を把握できていると考えられる。

【解析・図表提供：一般社団法人日本ガス協会】

（２）導管網解析の結果と、施行規則指定点での圧力測定値の比較

検討地点は、圧力変動が大きい傾向がある、託送需要
開発が多いエリアを選定

整圧器設定圧を実際に使用している2.3kPaに設定し
て導管網解析を実施し、施行規則に基づき設置してい
る大臣指定点における、解析値と測定値を比較。

導管網解析技術の精度についての検討



見直しの方向性（案）

 導管網解析技術は、百分の一キロパスカルの精度での解析が可能であり、需要家への契約

上の供給圧力が十分の一キロパスカルの精度（１．０～２．５キロパスカル）であること

に鑑みると、新規需要の発生による需要変化を踏まえた補正や、導管網整備を踏まえたシ

ミュレーションモデル改変、実測定値との比較といったメンテナンスを行うことで、保安上や供給

安定上の観点から必要な精度は、十分確保できると考えられる。

 中長期的の圧力変動を監視する観点から、引き続き圧力計を使用した測定を実施すること

は必要であるが、導管網解析技術により圧力監視を行っている場合は、当該技術が十分な

精度を有することを前提として、法令上定める圧力計を使用して測定する場所については、

現行の３点（ガスホルダー出口、整圧器出口、経済産業大臣が指定する場所）のうち、

最低限1点での測定に替え、その他は自主保安によって、任意の地点において、導管網解

析技術による解析値と同地点での実測値を一定頻度で記録、保存することとしてはどうか。
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導管網解析

（参考）圧力測定の見直しについて（低圧導管網での運用イメージ）

G

指

導管網
出口

導管網
入口

・圧力測定
・圧力常時記録

・着圧測定
・着圧常時
記録

現行法令で定める圧力測定

ガスの流れ

見直し後の圧力測定

G

導管網
出口

導管網
入口

ガスの流れ

算

算

算

算算

・圧力測定
・圧力常時
記録 解析結果を一定頻度で記録

解析値
着圧

解析値
着圧

解析値
着圧

解析値
着圧

解析値
着圧

【見直し後に事業者が実施する圧力測定・監視】
 整圧器又は、低圧用ガスホルダーがある場合はその両方の出口（上図地点Ａ）にて、常時

、圧力計により測定・記録。（法令で定める測定）
 年1回需要ピーク時期において、導管網解析により、導管網分岐や末端といった導管網全体

の圧力値を確認。その際、導管網出口の任意の１地点（上図地点Ｂ）の解析値を記録
保存（自主保安）

 地点Ｂでは、圧力計を設置し、上記解析と併せて測定を行い、解析精度を確認（自主保
安）

整圧器・
低圧用ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞｰ

算

算

解析値
着圧

解析値
着圧

地点Ａ

地点Ｂ
整圧器・

低圧用ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞｰ
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【資料２‐３】技術基準不適合時の需要家への再調査開始時期の見直し



現状 関係法令

ガス小売事業者は、定期的な消費機器調査（4年に
1回等）で技術基準不適合を確認した場合、「（その不
適合に関わる）通知の日から１ヶ月を経過した日以降
５ヶ月以内」に再調査を行うことが義務づけられている
（規則第200条1項第三号ロ）。
技術基準不適合により、再調査の義務が発生すると、

仮に通知の直後1ヶ月以内に不備が改善されたことを把
握した場合であっても、1ヶ月後に改めて再調査しなけれ
ばならず、安全意識の高い需要家にかえって不要の負担
を強いるケースが生じている。

○ガス事業法施行規則第200条
法第159条第２項の規定による調査は、次の各号により
行うものとする。
一 ～ 三 （略）

イ 毎年度一回以上、当該消費機器の技術上の基準
に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置
をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は
占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有
者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき
措置をとつた場合は、この限りでない。

ロ その通知の日から一月を経過した日以後五月以内
に、再び当該通知に係る事項について第一号に規定す
る調査を行うこと。ただし、直近の当該調査がこのロの
規定によるものである場合は、この限りでない。

背景
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【具体例】
消費機器調査後、技術上の基準に不適合の機器についてガス小

売事業者から通知を行ったところ、当該需要家から取替えの依頼を
受けた。
翌日には、技術上の基準に適合した機器への取替えが完了し、技

術基準に適合したことを確認した。
しかし、施行規則により再調査は同タイミングで実施できず、通知

（調査）日から１カ月を経過後に再調査を行わなければならない。



今回の検討内容及び対応
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 現行の施行規則が定められた理由としては、再調査時に、不適合の解消を確実に確認
できるよう、需要家が、基準に適合するためにとるべき措置をとるための猶予期間を一定
程度設けるよう配慮したこと等が考えられる。

 他方で、不適合が発見され、通知後１ヶ月以内に機器の取替えを行うことにより不備を
改善する例もあり、その場合、改善が確認できているにも関わらず、改めて1ヶ月後に再
調査を行うのは不合理。

 ついては、現行の1ヶ月を経過した日以降5月以内の規定に加え、需要家が基準に適
合するためにとるべき措置をとったことを知った場合は、1月を経過せずとも調査を行うこと
ができるよう施行規則を改めることとする。

調査日

1ヶ月

再調査可

５月以内

調査不可

再調査

改善を
覚知

６月以内

再調査可

再調査

技術基準不適合を確認・需要家へ通知

現行

改善を覚知した
場合は、1ヶ月を
経過せずとも調
査可とする。

現行に加え

＜イメージ図＞


